
1 

税務訴訟資料 第２６７号－１２８（順号１３０７７） 

名古屋高等裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求控訴事件 

国側当事者・国（刈谷税務署長） 

平成２９年１０月１８日棄却・確定 

 （第一審・名古屋地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成２９年１月２６日判決、本資料

２６７号－２０・順号１２９６９） 

 

判 決 

控訴人 国 

同代表者法務大臣 上川 陽子 

処分行政庁 刈谷税務署長 

 田中 武藏 

同指定代理人 苅谷 昌子 

同 山下 祥子 

同 田中 義人 

同 見﨑 治久 

同 山口 清明 

同 田中 卓也 

被控訴人 株式会社Ａ 

同代表者代表取締役 甲 

同訴訟代理人弁護士 国谷 史朗 

同 畑 郁夫 

同 若林 元伸 

同 河野 良介 

同 小森 悠吾 

同 吉村 彰浩 

同 高槻 史 

同 多田 慎 

 

主 文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。 

２ 上記取消しに係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要（略語は新たに定義するものを除き、原判決の例による。以下、本判決において
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同じ。） 

１ 内国法人である被控訴人は、平成２２年３月期及び平成２３年３月期の各事業年度（本件各

事業年度）の法人税の各確定申告をしたところ、処分行政庁から、いわゆるタックスヘイブン

対策税制に基づき、シンガポールにおいて設立された被控訴人の子会社であるＢの課税対象留

保金額に相当する金額が被控訴人の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入される

ことなどを理由に、本件各事業年度の法人税について、３次にわたる更正処分及び過少申告加

算税賦課決定処分（本件各処分）を受けた。 

 本件は、被控訴人が、本件各処分のうち、被控訴人主張金額を超える部分の取消しを求める

事案である。 

２ 原審は、第１次更正処分は第２次更正処分に吸収され、第２次更正処分は第３次更正処分に

吸収されたと解するのが相当であるとして、第１次更正処分及び第２次更正処分の取消しを求

める訴えの利益を否定したが、第３次更正処分のうち被控訴人主張金額を超える部分及び第１

次及び第２次の各賦課決定処分をいずれも違法と判断し、被控訴人の請求を一部認容した。こ

れに対し、控訴人は敗訴部分を不服として控訴を提起したが、被控訴人は控訴を提起しなかっ

た（原判決中、第１次及び第２次の各更正処分の取消しを求める訴えに関する部分、第３次賦

課決定に関する部分は、当審における審理の対象になっていない。）。 

３ 前提事実及び争点については、次のとおり補正をし、次項において当審における控訴人の主

張を補足するほかは、原判決「事実及び理由」欄の第２の２ないし５に記載のとおりであるか

ら、これを引用する。 

（原判決の補正） 

（１）原判決４頁１９行目から２０行目にかけて及び２４行目の「平成２２年法律第６号」を

「平成２１年法律第１３号」といずれも改める。 

（２）原判決１３頁２１行目の「措置法６６条の６第１項の適用がないとされた場合」を「措置

法６６条の６第１項が適用される場合」と改める。 

４ 当審における控訴人の主張 

 控訴人は、主位的に、Ｂが行っていた地域統括業務は株式保有業に包含され、これとは別個

の事業ではないとし、予備的に、Ｂの行った地域統括業務が株式保有業に包含されず、独立の

事業であるとしても、Ｂは株式保有業を主たる事業とするものであったとして、第３次更正処

分並びに第１次及び第２次賦課決定処分はいずれも適法であると主張するもので、その要旨は

次のとおりである。 

（１）Ｂが行っていた地域統括業務は株式保有業に包含され、これとは別個の独立の事業ではな

いこと 

ア タックスヘイブン対策税制の適用除外の基本的な理念は、「所在地国において①独立企

業としての実体を備え、かつ、②それぞれの業態に応じ、その地において事業活動を行う

ことに十分な経済的合理性があると認められる海外子会社等は適用除外とする」という点

にあり（乙２３・７頁）、この「十分な経済的合理性」を業態に即して具体化したものが

適用除外の規定であるとされる。そして、我が国のタックスヘイブン対策税制は業態に即

したアプローチを取っており、全ての業種を三つに大別し、グループごとに異なるアプロ

ーチを採用し、事業基準対象業種を主たる事業とする法人については、他の業種のグルー

プとは異なり、その具体的な事業実体・内容がいかなるものであったとしても、一律に適
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用除外から排除するという仕組みが採用されている。そして、事業基準が他の適用除外基

準と大きく異なる点は、事業基準の対象である業種を主たる事業とする特定外国子会社等

については、その事業実体や事業内容についての個別の検討を経ることなく、一律にタッ

クスヘイブン対策税制の適用除外を認めないとする点にある。このことは、事業基準が、

その対象業種の事業実体・内容とは関係なく認められる事情、すなわち、当該業種を主た

る事業とする法人が稼働する所得の性質に着目した基準であることを示すものである。す

なわち、事業基準の対象業種を主たる事業とする法人が稼得する所得とは、配当、キャピ

タルゲイン（譲渡益）、賃貸料、特許料等のいずれも受動的な性質を持つもの（受動所得

〔パッシブインカム〕）であり、地理的に移動しやすく、課税逃れのために軽課税国に逃

げていきやすい所得であるところ、タックスヘイブン対策税制は持株会社等を設立してこ

のような所得を移すことは積極的な経済的合理的理由を見いだし難い（すなわち、このよ

うな法人は租税節減対策のためだけのものである。）と考えられたことから、これらを適

用除外の対象から一律に排除するため事業基準が設けられたものである。 

イ このような事業基準の趣旨等を踏まえた場合、同基準の対象業種とされる株式保有業と

は、株式を保有することでその配当及びキャピタルゲイン（譲渡益）等の受動所得を稼得

する事業をいうと解することができる。そして、株式発行会社の活動を管理し、いつ、ど

れだけ配当を受けるかをコントロール（支配・管理）することは株式保有業の本質的な要

素であるところ、株式保有業の典型である「持株会社」は、「株式保有に基づいて支配し

ている従属企業を全体としての利益の観点から管理・運営するため設立される」ものであ

り、その業務は「不可避的に、子会社の内部の管理に及び得る」ものである。 

 したがって、持株会社形態で営まれる株式保有業では、子会社を支配するという事業目

的に基づいて株式発行会社の活動を支配・管理することは、正に本来的業務といえる。例

えば、子会社の事業支配を目的とする外には本業を有しない純粋持株会社（その事業活動

として専ら純粋に他社の事業活動の支配のみを行う持株会社）は、株式等を保有すること

で配当等を稼得する事業を営む法人といえるところ、このような純粋持株会社の事業に係

る収益の源泉は配当等に限られるのであるから、被支配会社の事業計画、資金計画の策定

等の重要事項を管理したり、契約書等に基づいて子会社のために各種サービスを提供した

りすることといった支配・管理業務も、結局のところ当該子会社の収益性の向上（配当可

能利益の増大）のために行われるものと評価できる。そして、これらの業務を株式保有業

の一部と評価することは、株式保有業の本質に即したものということができる（上記のよ

うな支配・管理業務は独立した「事業」とは評価されていない。）。 

ウ 以上のとおり、事業基準の対象となる株式保有業とは、株式を保有することによって配

当等を稼得する事業をいい、その典型例は純粋持株会社であるところ、持株会社の事業目

的は他社（子会社）の事業活動を支配することにあるから、子会社に対する事業計画策定

等の重要事項の管理のみならず、契約等に基づいて経営管理上のサービスを提供すること

も、その事業の本来的業務としての支配・管理業務に当たると解され、このような支配・

管理業務が子会社の収益性の向上（配当可能利益の増大）のために行われていると評価で

きる場合には、配当等を稼得する株式保有業の一部を構成すると解すべきである。 

エ 事業基準の対象となる株式保有業の範囲を限定した原判決の判断は、事業基準がなぜ設

けられたものなのかを正面から検討しておらず、結果としてタックスヘイブン対策税制の
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仕組みを大きく逸脱したものである。 

 すなわち、原判決は、①事業基準であっても、適用除外基準であっても、適用除外基準

の適否の検討するための要件の一つであるという点においては、他の基準と特に異なるこ

とはなく、立案担当者の解説でも、これを他の事業と並列的に論じているものがあり、②

立案担当者の解説によれば、株式保有業を営んでいる海外子会社等であれば、それが主た

る事業であるか否かにかかわらず、全て適用除外基準を考えないとするものではなく、主

たる事業を株式保有業とする海外子会社等については実体があっても適用除外基準を考え

ないと説明するにとどまるものと解され、事業基準を定めた趣旨から、直ちに株式保有業

が配当所得を稼得する事業（子会社を支配しかつ管理するものに限る。）として理解され

るということはできないと判示している（原判決４９頁２３行目ないし５０頁１０行目）。 

 しかし、これらの判示は、事業基準対象業種を主たる事業とする法人については、他の

業種のグループとは異なり、その具体的な事業実体及び内容がいかなるものであったとし

ても一律に適用除外から排除する仕組みが採用されており、その理由は事業基準対象業種

が稼得する所得の性質に着目しているからにほかならないこと、我が国のタックスヘイブ

ン対策税制がアメリカ及び西ドイツで採用された所得別管理方式（適用対象を決定するの

に当たり所得の性質に即したアプローチ）ではなく、執行の困難性を考慮して業態に即し

たエンティティ（実在物）方式によるアプローチを採用しており、その趣旨からすると、

事業基準は専ら受動所得を稼得する事業については、わざわざタックスヘイブンに本店を

置くことに税負担の軽減以外の積極的な経済的合理性を見いだすことは困難であるから、

企業実体等があったとしても、一律に適用除外を認めないという価値判断を示した規定で

あることを看過している。 

 また、原判決は、①措置法６６条の６第３項括弧書きの「株式の保有を主たる事業」の

意味を、株式を自己のものとして持ち続けることを主たる事業とするものを意味し、株式

保有業を株式の保有の概念を離れて配当所得を得るための子会社に対する広範な支配及び

管理業務と解することは許されないとし、②そのことは措置法６６条の３第３項の趣旨が

株式を保有又は運用することにより利益配当又はキャピタルゲインを得るといった株式の

保有に係る事業は、その性質上、我が国においても十分に行うことができるものであって、

これは主たる事業とする特定外国子会社等が我が国ではなくわざわざタックスヘイブンに

所在する積極的な経済的合理性は税負担の軽減以外には見いだし難いため適用除外とでき

ないことと整合するとしている（原判決５０頁１１行目ないし５１頁１１行目）。 

 しかし、「株式を自己のものとして持ち続ける」という活動が、営利を目的とする会社

の「事業」として成り立ち得るのは当該株式の保有によって配当及びキャピタルゲインと

いった受動所得を稼得するもので、配当等の受動所得を稼得することを事業として行う以

上、当該企業の活動を支配及び管理することは当該事業における本質的な要素というべき

であり、特に持株会社形態をとる株式保有業は他の会社を支配するという事業活動を行う

もので不可避的に子会社の管理まで及ぶものであるから、上記①の判示は誤りである。そ

して、我が国においても十分行い得るとは、その事業において稼得される所得の受動的性

質によれば我が国においても十分に当該事業を行うことができるという意味で捉えるべき

ものであり、その事業によって稼得される所得が配当等の受動所得である以上、当該事業

はその性格からして我が国においても十分行い得るものと評価できる。このことは、株式
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保有業以外の船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものについても所在地国に

おける実態ある事業活動の成果としてリース収益を稼得している事例があるが、実務上は、

その稼得する所得がリース料という受動所得であり、船舶若しくは航空機の貸付けを主た

る事業とするものとされるため、その実態等にかかわらず、適用除外を受けることができ

ないものであるとして、税制改正要望が提出されている。したがって、上記②の判示も誤

りである。 

 さらに、原判決は、配当等を得るための諸活動を株式保有業の一部をなす事業活動と評

価すると、特定外国子会社等は、独立企業としての実体を備え、その所在する国又は地域

において事業活動を行うことにつき十分な経済的合理性がある場合であっても、子会社の

株式を保有して、主として子会社に関連する事業を行っていれば、原則として株式の保有

を主たる事業とするものになりかねず、措置法６６条の６第３項及び第４項の趣旨を没却

することになりかねないと判示する（原判決５２頁４行目ないし１６行目）。しかしなが

ら、十分な経済的合理性があるか否かの判断は、適用除外要件を満たすか否かを通じて判

断することが予定されており、その規定を離れて、条文の予定されていない要件によりタ

ックスヘイブン対策税制の適用の可否を判断することは予定されておらず、上記判示は誤

りである。 

オ 平成２２年改正の国会審議における当時の財務省主税局長や国際課税研究会の座長を務

めた青山慶二早稲田大学大学院会計研究科教授（当時筑波大学大学院教授、元国税庁審議

官）の答弁によれば、平成２２年改正で規定された統括会社は、それまでは、タックスヘ

イブン対策税制の規定上適用除外が認められないものであったが、平成２２年改正によっ

て、初めてタックスヘイブン対策税制の適用除外の対象となり得るものとなったことが認

められるから、このような改正の経緯に照らしても、Ｂの行った地域統括業務が株式保有

業に含まれる（独立の事業を構成しない）という結論が正当というべきである。 

（２）Ｂの行った地域統括業務が株式保有業に包含されない別個独立の事業であると解したとし

ても、Ｂは株式保有業を主たる事業とするものであったこと（予備的主張、控訴理由書第１

の（２）及び第３） 

ア Ｂ各事業年度においてＢが行っていた地域統括業務が株式保有業の一部ではなく、独立

の「事業」であると解した場合には、Ｂの「主たる事業」が株式保有業と地域統括事業の

いずれであるかを判定する必要が生じる。 

 特定外国子会社等が複数の事業を営む場合に、そのいずれの事業が「主たる事業」であ

るかの判定方法については、その事業年度における具体的かつ客観的な事業活動の内容か

ら判定するほかないから、一般的にその事業活動の客観的結果として得られた収入金額又

は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況等を総合的に勘案して判定するべきであ

るといえる。そして、本件で問題になる事業基準対象業種（株式保有業）が、その稼得す

る所得（配当等）の性質を理由として、タックスヘイブンに所在することにつき税の軽減

以外の積極的な経済的合理性を見いだし難いと考えられた特殊な業種であることからすれ

ば、唯一その経済的合理性の有無を左右するのは、稼得した配当等の金額やそれが利益に

占める割合等の金銭的規模を示す要素を重視すべきであり、また、株式保有業には減価及

び経費の支出を要しないという特性があるから、収入金額よりも、原価及び経費の額を併

せて考慮に入れて計算される所得金額の方が、判断要素としてより重要となる。そして、
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Ｂの所得のうち保有株式の受取配当が占める割合は、２００９事業年度は約１００．１％、

２０１０事業年度は約８７．７％と極めて高いものであり、そのほとんどが配当で占めら

れていた。したがって、Ｂが行った事業の結果得られた所得金額を重視した場合には、Ｂ

各事業年度におけるＢの「主たる事業」は株式保有業であり、その他の金銭的規模を示す

判断要素（資産価値）や人的・物的規模を示す判断要素を踏まえても、この判断は左右さ

れない。 

イ 仮に、事業基準対象業種が含まれている場合に、一般的に金銭的な規模を示す判断要素

を重視すべきといえないと解したとしても、特定外国子会社等が営利企業である以上、そ

の「事業」は正に利益を稼得するために行われる営利活動にほかならないから、その「主

たる事業」を判定する際には、当該特定外国子会社等において具体的にどのように利益を

稼得する構造（事業構造）が採られ、実際にどのように利益を稼得していたのかなどの点

を、収入金額又は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況等の各要素に照らし、総

合的に勘案することが必要不可欠というべきである。そして、Ｂが行っていた株式保有業

及び地域統括事業を見ると、Ｂは、多額の費用、人員、固定資産等を用いて地域統括事業

を大規模に展開して子会社等の利益率を上げつつも、自らその事業の利益をほとんど受け

取らず、他方で費用、従業員及び固定資産等をほとんど用いないまま、保有する子会社等

が稼得した多額の利益を配当により還元させていたのであって、専ら配当によって利益を

稼得するという事業構造を主体的に採用して実行していたものである。このことからすれ

ば、Ｂにおいては、株式保有業が中心的な事業（直接的に利益を産み出す事業）と捉えら

れており、地域統括事業は、直接的には子会社の利益率の上昇を図りつつも、最終的、究

極的には自社配当利益を最大化するための手段として事業（付随的事業）と捉えられてい

たというべきであるから、このような具体的な利益稼得構造（事業構造）を踏まえると、

Ｂの「主たる事業」は株式保有業であったと判定されるべきである。 

ウ 原判決は、Ｂの従業員の大半が地域統括業務に従事し、株式保有業には１人も従事せず、

その所有する固定資産が株式保有業に使用されていなかったこと（原判決４８頁４行目な

いし１５行目の①ないし③）、物流改善業務に関する売上高がその収入の約８５％に上っ

ていること（原判決４８頁１５行目ないし１８行目の④）、Ｂの設立目的が地域統括業務

を行うことであったこと（原判決４８頁１８行目ないし２３行目の⑤）、Ｂの地域統括事

業は順次拡大し、その業務内容も多方面・多岐にわたるものであり、これによって被控訴

人グループ会社全体に原価率の大幅な低減による利益がもたらされ、Ｂの配当収入の中に

も相当程度反映されることになったこと（原判決４８頁２３行目ないし４９頁１２行目の

⑥ないし⑧）を主たる業務が地域統括事業である理由として認定している。しかしながら、

そもそも株式保有業はその性質上さしたる人員及び設備を要しない事業であるから、各事

業に従事した人員及び使用された固定資産等の物的規模に関する事情は「主たる事業」の

判定に当たり重要な要素とはならない。また、物流改善業務は輸出入の事務代行をしてい

たにすぎず、その売上高は見かけ上のものにすぎない。さらに、Ｂが地域統括事業を効果

的に行うためには、株式を保有して資本的な支配力を行使できる体制をとることが必要不

可欠であり、地域統括業務は子会社等の利益率を上げるために行われたもので、それによ

ってＢは子会社が稼得した利益を配当という形で得ていたから、原判決が挙げた点は、結

局株式保有に基づく配当を得る手段として地域統括事業が行われていたという関係性を示
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す要素でもあるから、地域統括事業を「主たる事業」と判定する理由とはなり得ない。 

 また、原判決は、①株式の配当による所得の金額が大きいとしても、株式保有以外の実

体的な事業活動が現実に行われており、当該事業活動に相応の経営資源が投入されている

場合には、事業基準（株式の保有等を主たる事業とするものでないこと）を満たすと解す

ることが、タックスヘイブン対策税制の制度趣旨にかなうものというべきである（そうで

なければ、株式保有以外の実体的な事業活動にいかに多大な経営資源が投入されていても、

当該事業活動の収益が芳しくない状況の下では当該特定外国子会社等の主たる事業は株式

保有業と判定されることとなるという不都合な結果になりかねない。）とした上、②特定

外国子会社等が株式の保有を主たる事業とするものか否かの判定に当たり、収入金額や所

得金額という金銭的な規模を示す判断要素のみを重視すべきであるということはできない

し、地域統括事業は被統括会社に対する統制をするために株式保有が重要な意味を持つ一

方、さほど多くの固定資産等を必要とするものではないのは事業の性質上、当然のことで

あるから、資産総額に占める株式額の割合を重視することが相当であるということはでき

ないと判示している（原判決５７頁１２行目ないし５８頁１０行目）。 

 しかしながら、原判決のような解釈を採用した場合、事業基準対象以外の事業を当該所

在国で行うことに十分な経済的合理性があるときは、仮に法が規制対象とした株式保有業

による配当等がはるかに大きかったとしても、タックスヘイブン対策税制の適用対象とし

ないことになったり、全く利益を産み出さない事業であっても、多大な経営資源さえ投入

していれば常に当該事業が「主たる事業」と判定されたりするという不合理な結果ともな

りかねない。また、原判決は、各事業に従事した人員や使用された有形固定資産等の物的

規模を示す要素を重視しているが、株式保有業の性質に基づく特徴を考慮していない。し

たがって、上記①②の判示は誤りである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、本件各処分を、原判決主文第１ないし第４項（平成２９年１月２７日付け更正

決定後のもの）の限度で取り消すべきものと判断する。 

 その理由は、以下の補正をし、次項において控訴人の主張に対する判断を補足するほかは、

原判決「事実及び理由」欄の第３の２及び３記載のとおりであるから、これを引用する。 

（原判決の補正） 

（１）原判決３７頁１８行目の「インド」を「サウジアラビア王国」と改める。 

（２）原判決３８頁７行目の「なお、」から９行目末尾までを、「また、ＢはＣ（シンガポール地

域統括センターでＢの１００％子会社）が担っていた補修品の販売機能（以下「市販営業機

能」という。）に関する業務を引き継いだことにより、Ｂの従業員は、２００９事業年度が

７８人、２０１０事業年度が７５人と２００８事業年度の３４人から大幅に増加し、その大

半（両事業年度とも４４人）は地域統括業務に従事し、その余（２００９事業年度３４人、

２０１０事業年度３１人）は上記プログラム設計業務及び市販営業機能に関する業務に従事

していたものであり、持株機能（株主総会・配当処理等）に関する業務に従事している者は、

１人もいなかった。（甲１０２６、乙１０、弁論の全趣旨）」と改める。 

（３）原判決３９頁１行目の「物流改善業務に係る売上総利益」から６行目末尾までを「総収入

から売上原価を控除した額に対する受取配当以外の収入の占める割合は、２００９事業年度

では約２３．５％、２０１０事業年度は約２４．１％であり、受取配当の占める割合（２０
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０９事業年度は７６．５％、２０１０事業年度は７５．９％）を大きく下回っているが、Ｂ

が行った地域統括業務が、長期的な利益を追求する性質の活動であり、随時対価を徴収する

ことが難しいため、Ｂが被統括会社から受け取っている配当が実質的には地域統括業務を行

ったことに対する対価としての性質を有していることによると考えられる。（甲１０２５、

乙３、１０、弁論の全趣旨）」と改める。 

（４）原判決４０頁３行目の「２０１０事業年度」を「Ｂ各事業年度」と改め、同６行目の

「（乙４）」を「（甲１６、乙４）」と改める。 

（５）原判決４８頁１４行目の「大半を占めていたこと」から１５行目の「変わることはなかっ

た」を「大半を占めており、この状況は、Ｂ各事業年度においても変わることはなかったこ

と、③ＢはＣが担っていた市販営業機能に関する業務を引き継いだことにより、Ｂの従業員

は、２００９事業年度が７８人、２０１０事業年度が７５人と２００８事業年度の３４人か

ら大幅に増加し、その大半（Ｂ各事業年度とも４４人）は地域統括業務に従事し、その余

（２００９事業年度３４人、２０１０事業年度３１人）はプログラム設計業務及び市販営業

機能に関する業務に従事していたものであり、持株機能（株主総会・配当処理等）に関する

業務に従事している者は、１人もいなかったこと」と改める。 

２ 控訴人の主張について 

（１）本件各事業年度におけるＢの「主たる事業」について 

ア 証拠（甲１００６、１０１６、１０１８、１０２０、１０２１、１０２２の１ないし６、

１０２３ないし１０２８、１０２９ないし１０３２の各１、２、１０３３ないし１０３５、

乙３、１０）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

（ア）近年、被控訴人のように複数の国家にまたがって世界的な規模で企業活動を行ってい

る多国籍企業では、地域ごとに地域統括本社を置き、地域統括本社に当該地域グループ

会社に対する生産、販売、物流、資材調達、研究開発、人事、財務等の各種業務の統括

及び支援活動を行うことが広く行われるようになってきているところ、東南アジアでは

その地理的位置、空港等の利便性、公用語が英語であること、法人税率が低く、資本取

引から生じるキャピタルゲインが非課税であることや国外投資先から所得が一定の要件

で非課税であり、地域統括本部についての各種税制優遇措置等があること、労働者の教

育レベルが高いこと、インフラが整備されていること、行政や法制度の透明性が高いこ

と等の理由から、多くの多国籍企業がシンガポールに地域統括拠点を設置している。 

（イ）ＥＵ、北米及び中国にも地域統括本社を設置している被控訴人は、平成１１年、シン

ガポールに、ＡＳＥＡＮ、豪州及び台湾地域（以下「ＡＳＥＡＮ域内」という。）の地

域統括本社として、被控訴人の１００％子会社でＡＳＥＡＮ及び豪州の地域統括センタ

ーであったＣを含むＡＳＥＡＮ域内のグループ７会社の被控訴人所有株式を現物出資し

てＢをシンガポールに設置した（なお、Ｂ各事業年度においては、既にＣは解散し、休

眠会社を除くとＡＳＥＡＮ域内に更に過半数の株式を有する子会社を４社（タイに３社、

ベトナムに１社）、サウジアラビア王国に５０％、インドネシアに２８．６％、フィリ

ピン共和国に３８．９％の各株式を保有する関連会社３社を設立し、Ｂ各事業年度にお

けるＢに係る子会社は１０社、関連会社は３社で、グループ会社（被統括会社）は合計

１３社となっていた（原判決添付（別表１、２））。 

（ウ）アジア通貨危機の影響でその後、Ｂは子会社の過半数の株式を取得し、Ｂの総資産に
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占める子会社株式の割合は本件各事業年度において４割前後であった。そして、Ｂは、

シンガポールに事務所を賃借し、相当数の従業員を雇用し（２００９事業年度が７８人、

２０１０事業年度が７５人）、事務用じゅう器備品、車両及びコンピューター等を保有

し、上記域内の被統括会社に対する地域企画業務（アジア地域社長会及び機能別会議の

開催、新ＡＩＣＯ（ＡＳＥＡＮ産業協力）の認可取得活動、ＦＴＡ及び関税の調査等）、

原材料及び部品の調達業務（材料及び資材の調達交渉や廉価調達先の発掘、グローバル

ネッティングの運営とその対象範囲の拡大作業等）、物流改善業務（インボイスの集中

発行決済、インボイスの自動化等）、資金調達、為替及び税務等を含む財務業務（グル

ープローンの推進、財務システムの標準化等）、原材料の品質管理等の材料技術に関す

る業務（材料品質保証の仕組みの策定、原材料の品質調査等）、人事業務（マネジメン

ト研修、人事制度の見直し検討等）、情報システム業務及びプログラム設計業務（統合

サーバーへの集中化や各種ソフトの標準化）等の地域統括業務を行ってきた。 

（エ）Ｂの設立後、ＡＳＥＡＮ域内の控訴人のグループ会社間では、集中生産・相互補完体

制の構築が進展し、効率化及び規模の経済（スケールメリット）によって、原価率が大

幅に低減し、グループ会社の利益が拡大することとなった。 

（オ）本件各事業年度におけるＢの損益計算書（原判決添付（別表６））を基に計算すると、

総収入から売上原価を控除した額に対する被統括子会社からの受取配当の割合は７６％

程度に達するが、地域統括業務の成果は企業の長期的な活動を通じて効果が徐々に発現

するものであり、サービス・フィーとして随時対価を徴収することが困難なものが多く、

Ｂが受け取る配当は、実質的には地域統括業務を行ったことに対する対価としての性質

を有している。 

イ 上記のとおり、①被控訴人が所持していたＡＳＥＡＮ域内の子会社７社の株式を現物出

資してＢを設立した目的はＡＳＥＡＮ域内を統括する地域統括業務を行うことにあったこ

と、②Ｂ各事業年度において、Ｂが７５人以上の従業員を雇用していたこと、③被統括会

社に対する地域企画業務、調達業務、物流改善業務、資金調達、為替及び税務等を含む財

務業務、品質管理等の材料技術に関する業務、人事業務、情報システム業務及びプログラ

ム設計業務等の地域統括業務を行い、その結果、ＡＳＥＡＮ域内の被統括会社では、集団

生産及び相互補完体制の構築、維持及び発展が図られ、効率化及び規模の経済（スケ一ル

メリット）によって、原価率が大幅に減少し、被統括会社の利益が拡大することとなった

こと、④Ｂの被統括会社からの配当金は資本投下に対する受動的な所得ではなく、上記Ｂ

が被統括会社に対して行った地域統括業務に対する対価としての性質を有する所得である

こと等からすれば、Ｂが被統括会社の株式を保有しているのは、その地域統括事業を達成

するための手段にすぎないと認められるから、Ｂ各事業年度において行ってきた地域統括

業務が、株式保有業に包含されるとは解されず、Ｂ各事業年度におけるＢの主たる事業は、

地域統括事業であったと認めるのが相当である。 

ウ これに対し、控訴人は、事業基準の制定経緯やその趣旨によれば、事業基準はその対象

業種が稼得する所得の性質（受動所得）に着目して設けられた基準であり、株式保有業と

は、株式を保有することで配当等を稼得する事業を意味するもので、持株会社形態をとる

株式保有業においては、その本来的な業務として子会社の事業活動を支配及び管理する業

務を行うこととなり、当該子会社の重要事項の管理にとどまらず、契約等によって子会社
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に経営管理上のサービスを提供することも、事業活動を支配するという持株会社の機能に

合致したものであるから、その事業の本来的業務（持株機能の一環としての支配及び管理

業務）に当たるところ、このような支配及び管理業務が子会社の収益性の向上（配当可能

利益の増大）のために行われていると評価できる場合には、配当等を稼得する株式保有業

の一部を構成するというべきであり、ＢがＢ各事業年度において行った地域統括業務は、

株式保有業に包含され、これとは別個独立の事業を構成するものではなく、仮にＢの行っ

た地域統括業務が株式保有業に包含されず、独立の事業であったとしても、Ｂの主たる事

業は株式の保有であったと主張する。 

エ タックスヘイブン対策税制導入時の文献には、「株式の保有という事業には、わざわざ

タックス・ヘイブンに子会社を設立して行うための経済的な合理性、必要性がなく、国内

からでも十分に営むことのできるものである。」（大蔵省主税局長・高橋元監修「タック

ス・ヘイブン対策税制の解説」、乙２２・３８頁）との記載や、「株式の保有や船舶の貸付

け等の事業は、我が国からでも十分に営むことができるものであり、その地に本店をおく

ことに積極的な経済合理性を認め難いので、これら業種に属する外国子会社等はかりに実

体があっても適用除外基準をはじめから考えないこととしています（必ずその留保所得を

親会社に帰属させます）。」（国税庁「昭和５３年 改正税法のすべて」、乙５・１６４頁）

などの記載があるが、これらの文献においては、「株式の保有」について、軽課税国に子

会社を設立し、当該子会社が所有している株式の名義を移転したり、資本を移転して株式

を取得したりするなどの方法で、受動所得である配当及びキャピタルゲイン（譲渡益）に

対する課税を免れる事例が典型的なものとして想定されており、海外に事業を展開するた

めに地域統括業務を行う子会社を設立し、海外にある被統括会社の株式を保有し、被統括

会社に対する支援をすることで被統括会社の収益を向上させ、その利益を配当金として受

け取るという事業形態の特定外国子会社までは想定されていなかったことがうかがわれる。 

 一方、当時の文献には、「正常な海外投資活動を阻害しないため、所在地国において独

立企業としての実体を備え、かつ、それぞれの業態に応じ、その地において事業活動を行

うことに十分な経済合理性があると認められる海外子会社等は適用除外とする。」との記

載（税制調査会「昭和５３年度の税制改正に関する答申」、乙２３・７頁）、「この適用除

外の基本的な理念は、そこで実際に独立企業として事業をやっておられればセーフにすべ

きであるという考え方が出ておるわけであります。もちろん、わが国の場合には非常に資

源が乏しくて、海外での積極的な事業活動は必要なことでありますし、貿易立国としての

立場からすれば、そういう正常な投資活動を妨げることはもってのほかである。」との記

載（宮本英利（大蔵省主税局国際租税課長）「海外子会社課税について」、甲６・１８頁）、

「海外子会社等がたとえ軽課税国等に所在していたとしても正常な投資活動を営むもの、

すなわち軽課税国等で事業活動を行うにつき十分な経済合理性を有するものについてまで

も課税対象とすることは適当でなく、これを強いればむしろ角を矯めて牛を殺すようなこ

とにもなりかねないであろう。このように、本適用除外規定は、純粋に納税回避を推認し

うるもののみを対象とすべきであり、正常な事業活動は対象外とすべきであるとの基本的

な認識のもとに置かれたものということができる。」（宮本英利（前同）「タックスヘイブ

ン対策税制の導入」産業経理協会昭和５３年１２月号所収、乙６１・７５頁）との記載、

「軽課税国に所在する子会社等であっても、その地に所在することに十分な経済合理性が
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あれば課税対象とはされない。この『十分な経済合理性』を業種に即して具体化したもの

が適用除外の規定であり、本税制の一大特徴をなしている。」との記載（上記高橋元監修

「タックス・ヘイブン対策税制の解説」、乙６・９５頁）も見受けられる。 

オ ＡＳＥＡＮ域内では地域経済体が成立しており、多国籍企業が地域ごとの軽課税国に地

域統括本社を置き、当該地域統括本社に当該域内グループ会社に対する生産、販売、物流、

資材調達、研究開発、人事、財務等の各種業務の統括及び支援活動を行うことには、十分

な経済的合理性があると認められるから、当該軽課税国で地域統括という事業活動を行う

ことから、直ちに「純粋」な納税回避の目的を推認し得るとはいえない。また、特定外国

子会社等が被統括会社に対し独立した事業としての地域統括業務を行った結果、被統括会

社の収益が向上し、当該特定外国子会社等が保有する被統括会社の株式配当金が増加した

場合には、当該配当金を地域統括業務の成果と見ることができるから、これを単なる受動

所得（パッシブインカム）と見ることは相当ではないと解される。 

カ 本件においては、前記のとおり、ＢはＢ各事業年度において、７５人以上の従業員を雇

用し、地域企画業務、調達業務、物流改善業務、資金調達、為替及び税務等を含む財務業

務、品質管理等の材料技術に関する業務、人事業務、情報システム業務及びプログラム設

計業務等の地域統括業務を行い、その結果、被控訴人のグループ会社の間では、集中生産、

相互補完体制の構築が進展し、効率化及び規模の経済（スケールメリット）によって、グ

ループ会社の利益が拡大することとなったが、Ｂが行った地域統括業務は、長期的な利益

を追求する性質の活動であり、直ちに効果が実現せず、サービスフィーとして随時対価を

徴収することが困難なものが多く（甲１０２５、１０４１）、Ｂが被統括会社から受け取

る配当は、実質的には地域統括業務を行ったことに対する対価としての性質を有している

と認められるから、Ｂが行ってきた地域統括業務が、株式保有業に包含されるとは認め難

く、Ｂの主たる事業が株式保有業であったと認めることも相当ではないというべきである。 

（２）原判決の「主たる事業」の判定方法について 

 控訴人は、特定外国子会社等が複数の事業を営む場合に、そのいずれの事業が「主たる事

業」であるかの判定方法について、金銭的な規模を示す判断要素を重視すべきであり、また、

Ｂの地域統括事業は、直接的には子会社の利益率の上昇を図りつつも、最終的、究極的には

自社配当利益を最大化するための手段としての事業（付随的事業）であったと捉えるべきな

のであって、直接的に利益を産み出した中心的な事業は株式保有業であったから、これこそ

がＢの「主たる事業」と判定されるべきであると主張し、事業基準の対象となる株式保有業

の範囲を限定した原判決の判断は、事業基準が設けられた趣旨を正面から検討しておらず、

結果としてタックスヘイブン対策税制の仕組みを大きく逸脱したものであると原判決を批判

する。 

 しかしながら、特定外国子会社等に係る主たる事業の判定は、それぞれの事業活動の客観

的な結果として得られた収入金額又は所得金額、それぞれの事業活動に要する使用人の数、

事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等の具体的な事業活動の内容を総合的に勘案し

て判定すべきであるから、外国子会社等の主たる事業が株式の保有であるか否かを判定する

に際し、所得に占める受取配当の割合のみを重視することは相当ではない。また、タックス

ヘイブン対策税制の導入時の資料においても、適用除外規定は、純粋に納税回避を推認し得

るもののみを対象とすべきであり、特定外国子会社等は、独立企業としての実体を備え、そ
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の所在する国又は地域において事業活動を行うことにつき十分な経済的合理性がある場合に

は、タックスヘイブン対策税制は適用されないとされていたから（甲６、乙６、２３、６

１）、外国子会社等の収益が被統括会社からの配当に依存していたとしても、それが経済的

合理性を有する地域統括事業の結果であり、株式保有が地域統括事業を推進するための手段

にすぎないと認められる場合には、株式保有業ではなく、地域統括事業が、当該外国子会社

の主たる事業であると認定すべきものと考えられる。そして、原判決は、Ｂについて、その

従業員、売上額、固定資産、設立目的、地域統括事業の具体的な事業内容、地域統括事業の

結果等を認定した上で、地域統括事業がその実体を備えているか否か、当該外国子会社がそ

の所在する国又は地域において事業活動を行うことに十分な経済的合理性があるか否か等の

観点を踏まえ、Ｂの主たる事業は地域統括事業であったと判断したものであって、その判断

手法は合理的なものであると認められる。 

 したがって、控訴人の上記主張を採用することはできない。 

（３）平成２２年改正について 

 控訴人は、平成２２年改正で規定された統括会社は、それまでは、タックスヘイブン対策

税制の規定上適用除外が認められないものであったが、平成２２年改正によって、初めてタ

ックスヘイブン対策税制の適用除外の対象となり得るものとなったことが認められるから、

このような改正の経緯に照らしても、Ｂの行っていた地域統括業務は株式保有業に含まれる

（独立の事業を構成しない）と解すべきであると主張する。 

 しかしながら、証拠（甲１０、１０４１、１０６４、１０７３）及び弁論の全趣旨によれ

ば、平成２２年改正以前においても、地域統括のような実体のある事業を行いながらグルー

プ会社の株式を保有する特定外国子会社等が存在し、このような子会社が事業基準を満たす

か否かが問題になるケースがあったことが認められ、平成２２年改正は、株式保有業とは別

個独立の地域統括事業を主たる事業として行う統括会社が存在することを前提として行われ

たと解されるから、平成２２年改正が行われたことは、Ｂの行っていた地域統括業務を株式

保有業とは別個独立の事業であると認定することを妨げるものではないというべきである。 

 したがって、控訴人の上記主張は採用できない。 

（４）以上によれば、第３次更正処分並びに第１次及び第２次賦課決定処分に係る各取消請求は、

原判決主文第１ないし第４項（平成２９年１月２７日付け更正決定後のもの）の限度でいず

れも理由があると認められる。 

第４ 結論 

 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文

のとおり判決する。 
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